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Ⅰ はじめに

日本のキリスト教会では、礼拝のなかで聖書を

読むことを、しばしば「拝読」１）と表現することが

行われてきた。その背景には、聖書の言葉が神の

言葉と信じられ、格別に敬われるべきであるとい

う考えがあったように思われる。そのため、「朗

読」という表現を意識的に避ける傾向がみられる。

「朗読」は、詩や小説、公文書など、世俗的な文

書を読み上げることを連想させるからである。こ

れに対して、聖書は神の聖なる言葉と信じられて

いる。それを読む場合には、一般とは異なった特

別の表現を用いるべきだと考えられているのだろ

う。その結果、「拝読」という表現が広く用いら

れるようになったと思われる。そこでは、神を崇

め、拝むように、聖書の言葉を崇め、拝むという

色彩が強い。この傾向は、教会だけに見られるも

のではない。キリスト教学校の礼拝でも、「拝読」

という表現がなされることがある。

しかし一方で、礼拝において聖書を読む場合、

そのために、特に技術や努力が期待されたり、求

められたりすることはない。しばしば日本の福音

主義教会では、礼拝は、聖書の言葉の解き明かし

である説教が中心であると考えられてきた。説教

に重点が置かれる一方、聖書を読むこと自体には

特別の意味が見出されてきたわけではない。むし

ろ説教が行われる前に聖書が読まれるのは、前も

って説教のテキストを提示しておくためといった、

消極的な理解が強い。礼拝のなかで聖書が読まれ

ることの重要性が明確には認識されていない。そ

の結果、聖書を読む技術や仕方について、十分に

研究され、工夫されてきたとは言えないのが現状

である。

多くの教会では、信徒である教会役員、長老、

幹事を礼拝司会者として立てている。しかし司会

者は、聖書を読むことについて十分な訓練を受け

ないまま、礼拝に臨んでいる。そのため、聖書を、

個人的な主観を込めて読んだり、あるいは十分な

準備がないまま、読んだりすることも多くみられ

る。会衆もまた、礼拝のなかで、聖書が読まれる

ことに集中するという意識が根付いてはいない。

各自が自分の聖書を開き、朗読が行われる間、該

当聖句を黙読することに集中することも多い。た

しかに、個人が自分の聖書を持ち、それを黙読す
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ることは、聖書の言葉に対する一つの熱心さの表

れではあろう。しかし、そこでは、聖書の言葉が

公に読まれ、告知され、それに聴き従うという姿

勢は乏しいとも言える。

ほんらい、聖書において、神の言葉は礼拝のな

かでどのように読まれ、聞かれてきたのだろうか。

旧約から「読む」という単語を取り上げ、それが

どのように用いられてきたかを探る。それに基づ

いて、礼拝において聖書がどのように読まれ、聞

かれるべきかを考察する。

� のおもな用法

旧約ヘブライ語テキストにおいて、「読む」は、

が用いられる。しかしこの語の意味する範

囲は広く、さまざまに翻訳されている。旧約全体

で８８６回使用されている。その意味の広がりを視

野に収めつつ、この語が、とくに『新共同訳聖書』

において「読む」という意味で用いられる時、ど

のような意味が込められているのかを見る。

１．「告げる」、「宣言する」、「布告する」、「叫ぶ」

など。

表１によれば、この意味では、８８６回の総使用

数のなかで９２回、用いられている。全体の１０．４％

を占める。とくに創世記、列王記下、イザヤ書、

エレミヤ書で使用頻度が高い。

以下に、それぞれの意味で用いられている例を

挙げる。

「叫ぶ」創世記４１：４３、サムエル記下１８：２８

「呼ばわる」出エジプト記３２：５

さらに、「大きな声で言う」、「呼びかける」の

意から、「公式に会衆に対して告げる」、「布告す

る」、「宣言する」などの意味としても、用いられ

る。列王記下１０：２０、エレミヤ書１５：１７など。

２．「呼ぶ」、「求める」、「祈る」、「招く」、「召集

する」など。

この意味で用いられることがもっとも多い。全

体８８６回中、５１７回がこの形で使用され、５８．４％を

占めている。創世記やサムエル記上下、列王記上

下の他、詩編と、イザヤ書やエレミヤ書などの預

言書などでも多く使われている。

詩編では、「呼ぶ」、「呼び求める」の意味で用

いられることが多い。詩編３０：９、１０２：３など。

「求める」列王記上８：４３

「祈る」列王記上１７：２０、２１

「訴える」詩編１７：６

「召集する」レビ記２３：４

「召しだす」出エジプト記７：１１

「招く」民数記２２：５

この語が詩編に多く見られるのは、人が神に対

して呼びかける、すなわち「求める」、「祈る」と

いった意味で使用される例である。他方、神が人

に呼びかける場合、「招く」、「召し出す」と訳さ

れ、使われる。

３．「名づける」

この意味では９５回使用されており、全体の

１０．７％を占める。

地名や人名などの由来を示す原因譚に多く用い

られる。とくに創世記では、１：５、４：１７、１９：

２２、２２：２６など、多く見られる。

４．「読む」、「朗読する」、「読み上げる」、「読み

聞かせる」

この意味で用いられるのは４２回だけである。全

体のうち、４．７％に過ぎない。しかし元来「呼ぶ」、

「叫ぶ」、「宣言する」といった意味を持つ が、

とくに神的権威を持った文書を「読む」、「朗読す

る」場合に用いられていることは、注目に値する。

原意から、「読む」と訳される場合も、そのほと

んどが「声に出して読む」という意味であること

が想定される。旧約においては「黙読する」とい

う慣習は見られない。古代において、文書は読み

上げられるものである。とくに公的文書は会衆の

前で朗読されるべきものであった。

５．その他

他の意味として、「迎える」、「向かう」などの

意味にも１４０回、使用されている。全体の１５．８％

に当たる。

「迎える」創世記１４：１７、サムエル記上１０：１０

「向かう」創世記８：２、士師記１４：５

「呼ぶ」という原意から、この語は、人と向かい

合う対人関係を表す意味にも用いられるようにな

ったと考えられる。
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表１ の用法『新共同訳聖書』の翻訳

叫ぶ、告げる、宣
言する、布告する

呼ぶ、求める、祈
る、招く、召集する

名づける
読む、
朗読する

他。迎える、
向かう、など

計

創世記 １９ ４２ ５０ １４ １２５

出エジプト記 ４ ２５ ６ １ ７ ４３

レビ記 ３ ５ ２ １０

民数記 １４ ４ ８ ２６

申命記 ３ １６ １ ２ ６ ２８

ヨシュア記 １１ ４ ２ ３ ２０

士師記 ２ ２４ １２ ３８

ルツ記 ４ ２ １ ７

サムエル記上 ３ ２９ ６ １９ ５７

サムエル記下 ３ ２７ １ １６ ４７

列王記上 ４ ３５ ９ ４８

列王記下 ９ ２１ ６ １４ ５０

歴代誌上 １０ ４ ４ １８

歴代誌下 ２ １０ １ ２ １ １６

エズラ記 １ １ ２ ４

ネヘミヤ記 １ １ １ ５ ８

エステル記 ２ ８ １ １１

ヨブ記 １ ８ １ ２ １２

詩編 １ ５２ ２ ３ ５８

箴言 １ １６ ２ １９

コヘレトの言葉 １ １

雅歌 １ １

イザヤ書 ８ ６４ ６ ４ ６ ８８

エレミヤ書 １２ ４１ １２ ６ ７１

哀歌 １ ４ ２ ７

エゼキエル書 ２ ６ １ ９

ダニエル書 ５ ５ ４ １４

ホセア書 １ ７ ２ １０

ヨエル書 ６ ６

アモス書 １ ５ １ ７

ヨナ書 ３ ５ ８

ミカ署 １ １ ２

ハバクク書 １ １

ゼファニヤ書 ２ ２

ハガイ書 １ １

ゼカリヤ書 ９ ２ １ １２

マラキ書 １ １

計 ９２ ５１７ ９５ ４２ １４０ ８８６

割合 １０．３８％ ５８．３５％ １０．７２％ ４．７４％ １５．８０％ １００％
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� 旧約における「読む」

表２によれば、旧約において が「読む」、

「朗読する」という意味で使われる場合が４２例、

認められる。８８６回の使用のなかでは４．７％と、割

合は低いが、その用い方は、当時の礼拝において

神の言葉がどのように読まれていたかを示してい

る。以下、「読む」とされる場合と「朗読する」を

意味する場合とに分け、それぞれ、読む対象が神

の言葉であるか、それ以外の一般的な文書や手紙

であるかを区別し、４つのケースに分けて考察す

る。

１．新共同訳聖書で「読む」と訳される場合

以下の１３例が、これに当てはまる。その多くは、

声に出して読むことを意味すると判断するだけの

十分な根拠が見られない。この場合、「律法の書」

など、神の言葉を読む場合と、それ以外の文書を

読む場合とに分かれる。

１）神の言葉を「読む」

（１）申命記１７：１９ イスラエルのカナン定着

後に誕生する王に関する規定である。

ここでは、王が、主に選ばれた者、すなわち外

国人ではない同胞の中から選ばれた者であること

（１７：１５）、「（自分のために）２）馬を増やしてはなら

ない」こと（１６節）、大勢の妻をめとったり、私

財を蓄えたりしてはならないこと（１７節）などが

挙げられている。それとともに、主の命令である

律法の写しを手元に置き、たえず読み返して、ヤー

ウェに対する信仰を基盤として国を治めるべきで

あることが求められている。

ヨシヤ王による申命記改革は、ヤーウェ中心主

義を貫くため、レビ人・祭司を中心に王権を規定

しようとした。これらは、王が私欲のために公私

混同を犯さず、国家の利益を追求すべきであるこ

とを定めた法的、公的な規定である。

この場合、祭司が律法を読み上げ、それを王が

聞くのか、あるいは王が自ら朗読、ないし黙読す

ることを想定しているのかは、明らかではない。

（２）列王記下２２：８、１６ ユダの王ヨシヤは、

ヤーウェ主義的な法による国家統治をめざし、そ

の初めにエルサレム神殿の修築を行う。その際、

神殿の壁から律法の書が発見されたとある（８節）。

これは、おそらく現在の申命記の一部であると推

測されている３）。発見された書は直ちに王に届け

られ、読まれた。８節、１６節は「読む」と訳され

ているが、１１節では、書記官シャファンが王の前

で「読み上げた」とされており、この場合は朗読

されたことが明らかである。

ヨシヤ王はこの律法の書を神の意志と受け止め、

紀元前６２２年、申命記の精神に基づくユダ王国の

表２ 『新共同訳聖書』で「読む」と訳される場合の分類

「読む」 「声に出して読む、朗読する」

神の言葉を読む 文書を読む 神の言葉を朗読する 文書を朗読する

申命記１７：１９ ２列王記５：７ 出エジプト記２４：７「読んで聞かせる」エズラ記４：１８「読み上げる」

２列王記２２：８ ２列王記１９：１４ 申命記３１：１１「読み聞かせる」 エズラ記４：２３「朗読する」

２列王記２２：１６ イザヤ書３７：１４ ヨシュア記８：３４，３５「読み上げる」エステル記６：１「読み上げる」

イザヤ書３４：１６ ダニエル書５：７ ２列王記２２：１０「読み上げる」 エレミヤ書２９：２９「読んで聞かせる」

ハバクク書２：２ ダニエル書５：８ ２列王記２３：２「読み聞かせる」 エレミヤ書３６：６「読み聞かせる」

ダニエル書５：１５ ２歴代誌３４：２４「読み上げる」 エレミヤ書３６：８，１０，１３，１５「読む」

ダニエル書５：１６ ２歴代誌３４：３０「読み聞かせる」 エレミヤ書３６：１４，１５「読み聞かせる」

ダニエル書５：１７ ネヘミヤ記８：３，８「読み上げる」エレミヤ書３６：２１「読み上げる」

ネヘミヤ記８：１８「朗読する」 エレミヤ書３６：２３「読む」

ネヘミヤ記９：３「朗読する」 エレミヤ書５１：６１，６３「朗読する」

ネヘミヤ記１３：１「読み聞かせる」

イザヤ書２９：１１，１２「読む」
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改革に着手する。それが申命記改革と呼ばれる。

王国全般にわたる大規模な改革が、神の言葉の朗

読によって起こり、進められた。旧約史において、

律法の朗読が宗教面だけでなく、社会的、政治的

な側面でも大きな影響をもたらしたことが知られ

る。

（３）イザヤ書３４：１６ イザヤによるエドム滅

亡の預言の一部とされている。しかし同３４：１－

１５の「諸国民に対する審判」と３４：１６－３５：１０の

「イスラエルの回復」は、後代、紀元前６世紀の

第二イザヤ以後のものと思われる。

「主の書に尋ね求め、読んでみよ」と言われて

いる。ここで読むよう勧められている「主の書」

は、エレミヤ書４９：７－２２の、エドムに対するエ

レミヤの預言や、イザヤ書１３：１９－２２の、バビロ

ンに関する預言を指すと思われる。従って、イザ

ヤ以後の註であると見られている。ここでの「読

む」は、黙読であったのか、朗読であったのか、

不明である。

（４）ハバクク書２：２ 預言者が見た幻を粘

土板などに書き記すようにという、神の命令であ

る。「走りながらでも読めるように」とは、誰も

が正しく理解できるように、との意味であろう。

これが、朗読を指しているかどうかは不明である。

２）文書を「読む」

この意味で用いられるケースとしては、次の３

例が見られ、７回用いられている。

（１）列王記下５：７ アラム王が部下の将軍

ナアマンの病を癒すよう、依頼して書いた手紙を、

イスラエル王ヨラムが読んだという記事である。

この場合、部下が読み上げたのか、それとも王が

直接、手紙を読み上げたのか、あるいは王が黙読

したのかは記されていない。

しかしこの書簡は、一国の王に宛てて他国の王

から送られた手紙、つまり公文書である。通常、

公的書簡は、王の前で書記官によって読み上げら

れた。この場合の「読む」は「朗読する」を意味

すると理解するべきであろう。

（２）列王記下１９：１４ ユダの王ヒゼキヤが、

アッシリアの王センナケリブからの降伏要求文書

を「読んだ」との記録である。前項と同様、朗読

か黙読かは記されていない。しかし国家間でやり

とりされた公文書であるので、正式に書記官が王

の前で朗読したと考えられる。

同様の記事は、イザヤ書３７：１４にも記されてい

る。

（３）ダニエル書５：７、８、１５、１６、１７ バ

ビロンの王ベルシャツァルが、父王ネブカドネザ

ルがエルサレム神殿から奪った器を酒宴に用い、

汚したため、王宮の壁に手の指が現れ、裁きの文

字を書き記したという物語である。

実際にはベルシャツァルは、ネブカドネザルの

子ではなく、バビロン最後の王ナボニドスの子で

ある４）。

この裁きの言葉を読み解く者が宮廷にいなかっ

たため、ダニエルが代りに読み解くという物語で

ある。ただし聖書本文には、壁に書かれたとされ

る文章は記載されていない。ただ、その意味をダ

ニエルが説明したとあるだけである。

ここでは、「読む」が５回、用いられるが、そ

の全ての場合、「読み解く」という意味で使われ

ている。

３）小結

以上、「読む」と訳されている場合について、「朗

読」されたと特定することができるのは数例であ

る。しかし一方、「黙って読む」、「黙読する」こ

とを明瞭に指す場合は見られない。おそらく、そ

れらのほとんどが、声に出して読むことを意味し

ていたのではないか、と推測される。

２．声に出して読む、朗読する

「読む」とされる４２例のうち、その約７０％に当

たる２９例が、「朗読する」、つまり、会衆もしくは

特定の人物の前で、声に出して読み上げるという

意味で用いられている。

１）神の言葉を「朗読する」

旧約においては、すでにカナン定着以前から、

律法の書の朗読が、神と民との契約のしるしとな

っていたと考えられている。この伝統は、捕囚期

以後、会堂における礼拝に受け継がれる。神の言

葉の朗読が、礼拝のなかで主要な位置を占めるよ

うになる。この神の言葉の朗読という意味では、

は１５回、用いられている。
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（１）出エジプト記２４：７ 同１９章のシナイ山

における神顕現に始まり、２０章において十戒が授

けられ、以後、それに伴う契約が告げられる。２４：

１－１１に至り、モーセが代表となって、神とイス

ラエルの民との間に契約が結ばれる。その中心と

なる３－８節はエロヒム資料とみなされている５）。

ここは、その他にも、ヤーウェ資料（１－２節、

９－１１b節）、祭司資料（１５－１８節）が混在し、

さらに編集が加えられており、複雑な構造となっ

ている。しかし契約締結の儀式の大筋は、３－８

節によれば、次のようなものであったと考えられ

る。

契約締結に当たり、モーセが山のふもとに祭壇

を築き、１２の石の柱を建てる（４節）。その上で

まず、焼き尽くす献げ物と和解の献げ物が行われ

る。和解の献げ物の際、流された犠牲の血は、半

分を祭壇にふりかける。次に契約の書を民に「読

んで聞かせ」、民がそれに応答し、服従を誓う（５

－７節）。それからモーセは残りの血の半分を民

に振りかけ、契約締結を宣言する（８節）。

神が顕現されたことに呼応して、祭壇が築かれ

た（創世記１２：７、２８：１８）。これが、犠牲奉献

の場となる。一方、１２の石の柱は、ここで結ばれ

る契約の記念として建てられ、イスラエル１２部族

を表す。民全体がこの時、神と契約を結び、神に

従うと誓ったことが代々覚えられ、契約を守り続

けるという意志の表明である。従って２３：２４では、

カナン定着後に異教の神々への服従を意味する石

柱を破壊すべきことが命じられている。

この祭壇で、焼き尽くす献げ物と和解の献げ物

が行われる。前者は犠牲の動物をすべて焼き尽く

し、神に捧げる。他方、後者は、犠牲の動物の脂

肪を焼いて神に捧げる一方、残りは祭司と参加者

に分けられ、食される慣例であった（レビ記３章、

７：１６、３０－３１）。但しそこでは、犠牲の動物の

血はすべて祭壇に注がれ、神に返すのが通例であ

る。血には命が含まれており、それゆえ神に属す

るものとみなされたからである。命を贖い、汚れ

を清めて聖別する力があると考えられていた（レ

ビ記１７：１０－１３）。しかしここでは、通例と異な

り、血の半分が民に振りかけられる（８節）。

「この血は契約の血であり、血の半分は神に帰

され、他の半分は人間に帰されて、両者の契約の

靭帯とされた」６）。

「血の半分を民に注ぎかけることにより、彼ら

と神との間に厳粛な生命共同体が確立した。こう

して、神とイスラエルとの間の契約における命の

共有は、血の形での命の共有によって象徴的に表

された」７）。

しかし契約の締結の核心部は、犠牲の奉献とと

もに、契約の書が朗読され、民がこれに応えて服

従を誓うことである。ここでの契約の書は、出エ

ジプト記２０章で、シナイ山にて神から授かった十

戒の基本部分（２０：２－１７）を指すと思われる８）。

モーセは血の半分を祭壇に振りかけ、神に捧げた

後、「契約の書を取り、民に読んで聞かせた」（７

節）。十戒を核心部とする法が朗読される。民が

それを聞き、神の言葉に従うことを誓約する。祭

儀のみではなく、これに神の言葉の朗読と会衆の

応答が伴ってこそ、神と民との契約が成立する。

したがって、民が応答した後に、はじめてモーセ

は、残された血の半分を民に振りかけ、これが「契

約の血」であり、契約締結が完成したと宣言する

のである（８節）９）。

（２）申命記３１：１１ 申命記は、約束の地を前

にして生涯を終えるモーセの、イスラエルに対す

る遺言という形式を採っている。彼はそこで民に、

神との契約を思い起こさせる。後継者としてヨ

シュアを立てた後（３１：７－８）、モーセ自らが

律法を書き記し１０）、契約の箱の担い手であるレビ

人祭司および長老に与える（９節）。この叙述は、

ユダ王国滅亡と捕囚の混乱により、本来神の箱に

収められていた、十戒を刻んだ石の板が失われ、

それに代わって、書き写された律法の書が箱に収

められるようになったことの反映と考えられる１１）。

律法の書は、契約の箱に収められ保存された。

しかし律法の書は、たんに保存されるべきであ

るだけではなく、定期的に礼拝のなかで全ての民

に向けて朗読されるべきものである（１０－１３節）。

７年毎の負債が免除される年、仮庵祭に集まる全

イスラエルに、モーセの伝えた律法を読み聞かせ

るよう命じられている。律法が朗読され、民がそ

れに聴き従う。こうして神の言葉の朗読をとおし

て、民に契約を思い起こさせ、主に従う決意を喚

起する。同時に、ここには子どもも加わり、律法

の書を学び、共同体の一員として伝統を受け継が
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せる教育的な意味も含まれていた１２）。

（３）ヨシュア記８：３４、３５ イスラエルが約

束の地に入った時、モーセの後継者ヨシュアが、

モーセの命令に従い（申命記１１：２９－３０、２７：２

－８、１１－１４）、エバル山に祭壇を築き、律法を

書き記し、それを朗読したことを記す。イスラエ

ルの全会衆の前で律法が読み上げられ、約束の地

での生活が神の言葉に従って行われるべきことを

明らかにしている。

ここでは、出エジプト記２４：１以下が意識され

ている１３）。神と民との契約を覚えるため、ここで

も祭壇が築かれ、焼き尽くす献げ物と和解の献げ

物の祭儀が執り行われる（３０－３１節）。この礼拝

の主宰者はヨシュアであるが、それを支えたのは

「主の契約の箱を担ぐレビ人である祭司たち」（３３

節）であった。その背景には、申命記的歴史家が

直面していた捕囚の現実があると思われる。捕囚

の地で行われた会堂の礼拝において、律法の書の

朗読が重要となっていく。これに伴い、主の箱に

収められていると考えられたものが、石の板から

律法の書の写しへと変化していった１４）。

イスラエルにとって、神との契約が民の基盤で

ある。そのことは、礼拝が祭儀とともに律法の書

の朗読という形で行われることによって確認され

ていったのである。

（４）列王記下２２：１０ ヨシヤ王によるエルサ

レム神殿改修に伴い、律法の書が発見された。申

命記の一部と見られるこの書は、王の前で「読み

上げられる」。ヨシュアはこれに基づき、申命記

の精神に基づく改革を全国で行い、ユダ王国を

ヤーウェ中心の国家として建設しようとする。こ

れに連動して、歴代誌下３４：２４は、再び、律法の

書がヨシュア王の前で「読み上げられ」、またエ

ルサレム神殿において全ての民に「読み聞かせた」

（同３４：２４、３０）と記録している。

「律法の書」（２２：８、１１）は２３：２で「契約の

書」と言い換えられている。王は王国の民を神殿

に集め、この書を読み聞かせる一方で、直ちに、

これに基づき、神との契約を結んだからである。

王自身が神殿の柱の傍らに立った（３節）。そこ

は王が即位する場所であり（１１：１４）、王が神の

前に立つ位置であった１５）。王が神の前に立ち、そ

の言葉を守って政治を行うことを誓う。そこに立

ち会った民もまた、王とともにこの契約に参加し

た。

神の言葉の朗読が王と民を革新し、大きな社会

変革を生みだす契機となったことが記される。

（５）ネヘミヤ記８章 ユダの民の捕囚後、ペ

ルシア王アルタクセスクセスに仕えたネヘミヤは、

故郷エルサレムを再建するため、ユダ地方の総督

に就任する。

総督ネヘミヤは、エルサレムに帰還した民を指

揮して城壁を修復した。作業が終わると、民を集

め、感謝の礼拝を行なう。その時、祭司エズラが

「木の壇の上に立ち」（８：４）、律法の書を「読

み上げ」た。民は「その律法の書に耳を傾けた（８：

３）。この時、行われた礼拝の中心は、この神の

言葉の朗読であった。

その後、５節になってから、その「書（巻物）

を開いた」と言及されているところから、エズラ

が夜明けから正午まで、律法の書を読み上げたと

する３節を削除すべきであるとの意見もある１６）。

しかし３節では、この感謝礼拝について総括的な

事実を述べ、４節以下で改めてその詳細を語った

と考えることができる。確かにエズラが一人で半

日、朗読を続けることは困難であったと思われる。

そこで、まず３節で総括的な記述を行い、それか

ら４節以下で、エズラを代表とする朗読者の名前

を記し、改めて朗読の詳細を述べたと考えられ

る１７）。

この時の朗読者が祭司あるいはレビ人に限定さ

れてはいなかった可能性がある。４節には、祭司

エズラと共に壇に立った１３人の名前が記されてい

る。その多くが、祭司およびレビ人の中には見ら

れないものである。例えば、朗読者の一人として

挙げられているアナヤの名は、１０：２３で「民の頭」

の一人として記されている。またハシュムは７：

２２に、一族の長として出る。彼らが民の一員、つ

まり信徒 laymanであった可能性が認められる。

その場合には、一般信徒が、重要な礼拝にあたり、

主の書の朗読者として選ばれていたことになる。

このことが後のユダヤ教会堂での礼拝に受け継が

れ、信徒によって聖書朗読が行われた。あるいは、

歴代誌史家が、当時の会堂礼拝の習慣を、このネ

ヘミヤによる礼拝に投影したと見ることも可能で

ある。
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朗読に際し書が開かれると、「民は皆、立ち上

がった」（８：５）。「立ち上がる」は、神の前に

立つことを表す（ヨブ２９：８、エゼキエル２：１、

ダニエル１０：１１、１２：１５）。主の書が朗読される

時、会衆は畏れを持って神の前に起立し、心を集

中して言葉を聴いた。

この後、喜びの祝いが７日間、続けられ、毎日、

神の律法の書が朗読された（８：１８）。捕囚期以

後、とくに、会堂でも神殿でも、神の言葉の朗読

とその解き明かしが礼拝の中心になっていたこと

が示される。

ここに、後の会堂での礼拝の原形ないし反映が

見られる。律法の書の朗読に当たり、会衆は起立

する（５節）。朗読終了後、神をたたえる祈りが

なされ、会衆は両手を挙げて「アーメン」と唱和

し、主をほめたたえる（８：６）。

また、朗読に際しての工夫が、すでにここには

見られる。当時は、旧約のヘブル語を解さず、ア

ラム語を使用していた者も多くいたため、レビ人

たちが「神の律法の書を翻訳し、意味を明らかに

しながら読み上げたので、民はその朗読を理解し

た」（８：８）と記されている。当時の礼拝にお

いてすでに、神の言葉の朗読が行われるとともに、

その意味を理解させるために、祭司およびレビ人

によって、翻訳と解説が行われていたことが示さ

れる。神の言葉の朗読は、会衆が聴いて理解でき

るようになされるべきものであった１８）。

（６）ネヘミヤ記１３：１ 一方、律法の朗読が

礼拝の中心となっていく過程で、外国人や混血者

を神の民から排除する動きが強まっていくことが

伺われる。紀元前６世紀のユダ王国滅亡以後、国

家を失った神の民は、その純粋性を保つため、混

血者を排除していく。１３章では、それがネヘミヤ

による改革の一環として行われている。この改革

は、モーセの書を民に「読み聞か」せることによ

り、神の意志として、民に徹底されていく。

（７）イザヤ書２４：１１、１２ 神の民が神の言葉

を理解せず、聞き従わない現実を、預言者は、真

の幻が書物の中に封じられた状態として表現して

いる。字の読めない多くの民にとっても、字を読

むことのできる民にとっても、神の言葉は、読ま

れても理解されなくなっていく。ここでの「読む」

は「朗読する」、「読み上げる」の意味であり、神

の意志を知ることである。預言者の目には、神の

言葉の真の意味が、民に対して封じられていると

映ったのである。

２）文書を読み上げる

旧約における が「読む」という意味で使

われる場合、その多くは、「声に出して読む」、「朗

読する」ことを表している。それは、礼拝で神の

言葉を会衆の前で読み上げることを指すとともに、

多くの公的文書や手紙を公にすることをも指して

いる。旧約ではこの意味で、１０回、使用されてい

る。

（１）エズラ記４：１８、２３ 捕囚からの帰還を

果たし、エルサレムの城壁を改修しようとするユ

ダヤ人たちに対して、現地の反対勢力が、ペルシ

ア王クセルクセスに書簡を送り、訴えたとされる。

クセルクセスは、旧約原典ではハシャスタとな

っている。しかしこの名はペルシア王の中には見

当たらない。おそらくアルタクセスクセス１世

（BC４６５―４２４）のことと思われる１９）。

その手紙は公文書として受理され、１７節以下の

王の返信によれば、王の「前で翻訳され、読み上

げられた」（１８節）と記される。王は工事中止を

文書で命令した。この王の命令書が、反対勢力の

「前で朗読された」（２３節）。ここでは、 は、

公的な朗読と宣言を意味する。

（２）エステル記１：１ ここでは、同じ語が、

前項とは反対の、つまりユダヤ人にとって有利な

方向で用いられている。クセルクセス王は、一旦

は家臣ハマンの讒言により、ユダヤ人の家臣モル

デカイを処刑しようとする。しかし王が宮廷日誌

を「読み上げさせた」際、モルデカイの業績を発

見する。ここでも は、公的文書を朗読する

ことを意味する。しかし前項におけるエズラ記の

叙述と異なり、この場合には、ユダヤ人を窮地か

ら救い出す結果をもたらす。

（３）エレミヤ書２９：２９ バビロニアの攻撃に

より、紀元前５８７年、エルサレムは陥落し、ユダ

王国は滅亡する。おもだった民は捕らえられ、敵

国へと移され、捕囚の民となる。これに対して、

多くのユダヤ人高官や祭司は、捕囚が早期に終了

し、民がエルサレムに帰還することを期待した。

それに対して預言者エレミヤはエルサレムから捕
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囚民に手紙を書き送り、捕囚は長期に及ぶことを

告げる。バビロニアに反抗するのではなく、その

地の平安を祈り、落ち着いて生活するよう、勧め

る。これが、２９：４－２３の「エレミヤの手紙」で

ある。

これに怒ったバビロンの預言者シェマヤは、エ

ルサレムの祭司たちに手紙を送り、エレミヤを逮

捕するよう求めた（２９：２６－２８）。その手紙を祭

司ツェファンヤはエレミヤに「読んで聞かせた」

（２９節）。これに対してエレミヤは、シェマヤに対

する主の裁きを預言する。

公的な文書は朗読され、確認されるべきことが

示されている。

（４）エレミヤ書３６章 ここでは、「読む」とい

う意味で が集中して用いられている。預言

者エレミヤはユダ王国の罪を指摘し、その裁きを

告げた。そのため、当時のヨヤキム王は、人々が

エレミヤの預言を聞くことを恐れた。エレミヤを

遠ざけ、彼が神殿に立ち入ることを禁止した。

これに対してエレミヤは、弟子のバルクに預言

を巻物に口述させ、それを神殿で読み上げるよう

命じる（３６：４）。バルクはこれに従い、エレミ

ヤの裁きの預言を、神殿内にあった書記官ゲマル

ヤの部屋で「読む」（３６：８、１０、１３）。それは、

エレミヤの預言が、神殿にいる「すべての民に聞

こえるように」（新改訳３６：１０）するためであっ

た。一方、高官たちはバルクに、自分たちにもエ

レミヤの預言を「読む」、すなわち読み聞かせる

ことを求める（３６：１５）。それを聞いて彼らはエ

レミヤの裁きの預言に衝撃を受け、その内容を王

ヨヤキムに伝えようとする。

この結果、エレミヤの預言の巻物は、王の前で

「読み上げ」られる（３６：２１）。しかし王は「読み」

あげられる度に、巻物を切り取り、暖炉にくべ、

燃やしてしまう（３６：２３）。

かつて、ヨヤキムの父ヨシヤ王は、神殿内で発

見され、読み上げられた律法の書に衝撃を受け、

衣を裂いて応答し、国の改革に取り組んだ（列王

記下２２：１１－１９）。それに対し、ヨシヤの子ヨヤ

キムは、エレミヤを通して語られた神の言葉を、

それが朗読される度に拒絶する。このことが、ユ

ダ王国滅亡の決定打となったと、旧約の申命記的

歴史家たちは見なした。

「エレミヤを通して語られた神の言葉を、民を

代表する王がはっきりと拒絶したこと、それによ

って神の裁きとしての災いの到来が必至となっ

た」２０）。

エレミヤ書３６章では、「読む」という意味での

は、全て、人の前で神の言葉が公に読み上

げられ、宣告されるという意味で用いられている。

この神の言葉の宣言は、それに対する人間の応答

を求めている。その応答によって、神の言葉が人

間に対する裁きとなり、あるいは祝福ともなるの

である。

（５）エレミヤ書５１：６１、６３ エレミヤは、ユ

ダ王国が滅び、多くの民がバビロンに捕らえ移さ

れることは、神の裁きの意志であり、それに従う

べきであると預言した。

しかし彼は、新しい支配者であるバビロニアを

信じたわけではない。彼にとってバビロニアは、

神がユダに裁きを与えるために用いられた一つの

道具でしかない。その首都バビロンもまた、自ら

の力に酔い、神に逆らう時が来る。その時、神は

バビロンをも裁くと考えた。

そのため、捕囚民の長となって赴くセラヤに、

バビロンに対する神の裁きを記した巻物を託した。

捕囚の地でこれを朗読し、おそらく捕囚民に伝え

るよう依頼したのであろう。しかしこのことは、

政治的にきわめて危険な行為でもある。そこでエ

レミヤはセラヤに、朗読を終えると直ちに巻物を、

石を結び合わせてユーフラテス川に沈めるよう指

示している（５１：６３）。この行為は、危険の回避

であると同時に、沈みゆくバビロンを表す象徴的

な行為預言でもあった（５０：６４）。

ここでもエレミヤは預言者として、書簡を通し

て人々に神の裁きの言葉を読み聞かせ、公的に告

げている。

３）小結

以上、神の言葉を朗読する場合と、一般的な文

書や手紙を読み上げる場合について検討した結果、

「読む」という意味での は、多くの場合、声

に出して読むこと、つまり朗読することを意味し

ていると言うことができる。また、読む対象が神

の言葉であれ、一般的な文書であれ、この語は同

じように用いられている。読み上げる対象によっ
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て異なる語句が用いられることはない。また、異

なる用い方がされることもない。以上、旧約にお

いて神の言葉は、一般的な文書と同様、朗読され、

読み上げられるべきものとされている。

� 結び

旧約において、 が「読む」という意味で

使用されることは多くはない。しかしその用法を

見ると、多くの場合、「朗読する」、「読み上げる」、

「読み聞かせる」といった意味で用いられている

ことが分かる。それも、声を出して神の言葉を人々

に読み聞かせるのである。神の言葉が朗読され、

公的に、明瞭な形で人々に伝えられ、宣言される

という意味で用いられている。

むしろこの語が明らかに、「黙って読む」、「黙

読する」ことを意味する場合は見受けられない。

ほとんどの場合、「声に出して読む」、「人に向か

って読み聞かせる」という意味で使用されている。

この語には本来、「呼ぶ」、「告げる」、「宣言する」、

「叫ぶ」という語意があり、そのことは、「読む」

という意味で用いられる場合も、「声に出して読

む」という要素を保持していることを意味する。

神の言葉は明瞭に公的に人々に語られ、宣言され

るべきものなのである。

また、「読む」という意味で使われるときは、

神の言葉であるのか、それとも世俗的な文書であ

るのかに拘わらず、区別されず、両者に対して共

通して用いられている。神の言葉それ自体を拝み

読むという用例は見当たらない。それは、唯一、

礼拝されるべき聖なる対象は神のみであり、その

言葉それ自体ではないからである。むしろ神の言

葉自身が、朗読され、公的に宣言され、さらに翻

訳や解説によって正しく理解されることを求める。

その言葉を通して神が知らされ、畏れ敬われ、礼

拝されるのである。

この神の言葉の朗読は、ユダ王国の滅亡と捕囚

を転機として、礼拝の中心部分を構成していくこ

とになる。しかも、ただ読み上げられるだけでは

ない。神の言葉の朗読に当たっては、ヘブル語か

ら他の言語へと翻訳され、さらにはその意味が解

説され、解き明かされることを伴う。朗読された

神の言葉が聴き手に理解され、その心を捕らえ、

神への信仰へと揺り動かすことが示されている。

神の言葉が朗読されることなしに、それが解き明

かされ、説教されることはない。神の言葉の朗読

が、公的に聞かれ、翻訳や解説、説教によってそ

の意味を明瞭にされることを求める。

今日の福音主義教会の礼拝において、このよう

に聖書朗読が礼拝の中心要素として重んじられて

いるだろうか。「拝読」と呼ぶことによって、か

えって神の言葉の宣言が弱められ、真剣に聞かれ

ることを妨げてはいないだろうか。あるいは、聖

書の朗読が神の言葉の宣言として聞かれるにふさ

わしいだけの、真剣な準備や朗読技術の向上に努

められているだろうか。会衆が、聖書朗読をどの

ように重くとらえ、緊張をもって聞いているのだ

ろうか。多くの課題が見えてくる。

〈註〉

１）「拝読」という表現は、とくに第二次大戦以前の日

本では、天皇制と結びついて用いられた。「教育勅

語奉読式」や「精神作興に関する詔書奉読式」など、

学校や職場での集まりで、生徒や教員、職員などの

国民に対して、天皇の「お言葉」を「奉読」ないし

「拝読」し、これを敬い聞かせた。これによって国

民に、天皇の神的権威を感じ取らせ、天皇に対する

忠実・奉公を求め、「天皇のための戦争」を遂行し

ようとした。日中戦争から太平洋戦争へと突き進む

時代には、北陸女学校でも、天皇の「お言葉」を「拝

読する」することが常態化していた（楠本史郎「１８９９

年から１９４５年までの日本におけるキリスト教学校の

形成 中澤正七の場合（３）」『北陸学院大学・北陸

学院大学短期大学部研究紀要 第９号』２０１７年、１９９

頁以下を参照）。

日本のキリスト教会においては、神を畏れ敬う用

語として、ほんらいは天皇制と結びついていた「拝

読」が伝統的に用いられてきた。他にも、主の「御

稜威（みいつ）」（１９５４年版『讃美歌』７番など）な

ど、天皇制に関連した用語が、唯一の神に対する言

葉として使われている。

当然のことであるが、人間である天皇に対する尊

敬と、世界の創造者であり贖い主にして救贖者であ

る三位一体の神への信仰とは、まったく次元を異に

する。この点でも、「拝読」などの用語を、教会や

キリスト教学校の礼拝で用いることに対しては、慎

重であるべきだろう。
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２）「自分のために」という語は、『新共同訳』では省略

されている。しかし元来この規定は、国家の意志と

して軍備を拡大することを禁止しているものではな

い。むしろ、王が自らの力を養うために直属の軍備、

つまり私兵を増強することを戒めていると考えられ

る。

３）J. A. Thompson, Deuteronomy , Inter-Varsity Press,１９７４,

p.５８. Patrick D. Miller, Deuteronomy,１９９０（石黒則年

訳日本基督教団出版局，２７頁）によれば、４：４４－

２８：６８と推定されている。

４）木田献一『旧約聖書注解�』日本基督教団出版局、

１９９３年、３５頁

５）木幡藤子・大野恵正『旧約聖書注解�』日本基督教

団出版局、１９９６年、１７１頁。フランシスコ会聖書研

究所『出エジプト記』１９６１年、１４７頁

６）木幡・大野、前掲書、１７２頁

７）Ronald E. Clements, Exodus, the Cambridge Bible

Commentrary, １９７２. 時田光彦訳、日本基督教団出版

局、１３４頁

８）木幡・大野、前掲書、１７２頁、フランシスコ会、前

掲書、１４７頁

９）「この二回の散血の間に読みあげられる契約の書の

条件に基づいて、いけにえの血は両者を荘厳に結合

する。契約の儀式後のいけにえの会食は、この結合

を象徴する」（フランシスコ会聖書研究所、前掲書、

１４９頁）。そこでは、カトリック教会の立場から、キ

リストの最後の晩餐を記念する聖餐において、パン

とぶどう酒が聖変化を遂げ、そこに実現するキリス

トの血が、秘跡的に贖罪を成し遂げると主張されて

いる。カトリック的解釈ではあるが、当該テキスト

のなかに、神の言葉の朗読と聖餐とが結び付けられ、

復活のキリストとの交わりが成立する旧約的根拠が

求められている。

１０）申命記３１：９は、この時、朗読された律法の書はモー

セ自身が書き記したものとしている。申命記は、律

法の書がモーセ自身によって書き記されたとし、そ

の神的権威を主張している。他にも、１７：１８－１９、

２９：１９b―２０、２６では、律法の書の神的権威がモー

セに結び付けられている。

１１）鈴木佳秀『旧約聖書注解�』日本基督教団出版局、

１９９６年、３６１頁。

１２）G. Earnest Wright, the Interpreter’s Bible 2 , Abingdon

Press,１９５３, p.５１２

１３）Joseph R. Sizoo, the Interpreter’s Bible 2 , Abingdon Press,

1953, p.596

１４）鈴木佳秀、前掲書、３６１頁

１５）Norman H. Snaith, the Interpreter’s Bible 3 , Abingdon

Press,１９５４, p.３１９

１６）Holscher, Esra und Nehemia, p.５４３（Raymond A.

Bowman,the Interpreter’s Bible 3 , Abingdon Press,１９５２,

p．７３４による）

１７）Raymond A. Bowman, ibid. p．７３４

１８）Raymond A. Bowman, ibid. p．７３６

１９）柊瞬生『旧約聖書注解�』日本基督教団出版局、１９９６

年、８００頁

２０）木田献一・清重尚弘『旧約聖書注解�』日本基督教

団出版局、１９９４年、４５８頁
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